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1. 問題の所在

日本社会の多様化・国際化に伴い、地域に展開する日本語教育への関心が高

まり、関係する論考も多く見られるようになってきた。「地域日本語教育」「地

域における日本語支援」等、呼称は様々であっても、『地域在住の「外国人」1

に対して基礎的な日本語や生活情報を、地域住民が中心となってボランタリー

に支援する活動』といった定義が成立し、概ね定着しているようである。そし

て、この地域日本語教育は、外国人の日本語能力の伸長だけを目的とするもの

ではなく、参加する地域住民も共に学んで変容し、双方の自己実現が可能な多

文化共生社会の創出を目指すとされている。これを簡単にまとめると次のよう

な「型」として現わすことができるのではないか。

【地域日本語教育の「型」】

①場　　　　　 「学校」ではない、非公式な場

②人　　　　　　教える人は「教師」ではない人、教わる人は「生徒、

学生」ではない人

③内容・方法　　相互理解を促す活動を目指す

④目標　　　　　参加者の自己実現と共生、ひいては多文化共生社会

の成立

理念的目標として語られる文言には、もとより異論はないが、本稿において

は、上記の地域日本語教育の「型」をなぞりながら、理念的目標の問い直しを
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行う。筆者はこれまで自身の実践 2を通じて、地域での日本語教育に接する機

会を得られた。しかし、そこで、地域日本語教育に関する多様な研究の成果が、

その研究自体が規定する地域日本語教育の当事者に届いていないのではないか

と感じることが少なからずあった。一例をあげると、上記②の要因は「教え

る－教わる」という非対称性を壊すきっかけになるとされ、③にある相互理解

を促す活動の提唱につながって久しいが、現実には教えたい人と教わりたい人

から成る学校型の教室が延々と展開されているといった具合である。これによ

って、従来の研究成果を疑うのは尚早であろうが、しかしながら、未だに状況

の改善が進んでいると言えないのはなぜなのだろうか。この疑問を完全に解明

する力は、筆者にはない。しかし、解明できないまでも、地域日本語教育の理

念を再考し検討することによって、そこに埋め込まれている「日本語を教える

こと／学ぶこと」自体を考えてみたい。これが本稿の目的とするところである。

2. 地域日本語教育の展開

2–1. 社会の動向と地域における日本語教育

既によく知られていることではあるが、地域日本語教育は社会の動向と連動

して展開してきた。外国人登録者数の増加、国際結婚率の上昇、また、学校教

育現場における「日本語指導が必要な」児童生徒数の増加・多様化など、統計

資料 3からも 80年代後半から 90年代にかけて日本社会が急激に国際化してき

た状況が伺える。生活実感としても、公共の場で目にする表示や広報に日本語

以外の言語が併記されていたり、車内アナウンスが多言語だったりすることに

気づかされることがあるだろう。こうした状況下、生活者が地域社会の中で日

本語を必要とし、また、その声に応えようと地域日本語教育が推し進められて

きた。

定住型といわれるタイプの日本語学習者は、インドシナ難民や中国帰国者か

ら始まる。前者に対しては、1978年にインドシナ難民の日本への受け入れが

正式に決定され、79年、姫路の難民定住促進センターにおいて支援が始めら

れた。中国帰国者対象の公的な受け入れ機関としては、1984年に中国帰国孤

児定着促進センターが開設された。それぞれ十分とはいえないまでも公的な学

習機会が提供されているが、特筆すべきは、難民に対しても帰国者に対しても、
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公的な支援に先立って社会福祉関連の団体やボランティアによる熱意ある支援

があり、現在も続けられているということである。近隣に住む難民や帰国者を

支援する動きから地域における日本語支援の動きが生まれ育ち、現在の状況に

結びついているといっても過言ではない。さらに、1980年代には自治体が主

催する国際交流活動が盛んになり、その一環としても徐々にボランティアによ

る日本語支援活動が実施されるようになった。先述した 80年代後半から 90年

代には、支援を求める側も提供する側もその数と規模を大きくし、ネットワー

ク化も進む。1990年の入管法（出入国管理及び難民認定法）の改正は日系人

とその家族の大量入国を誘い、特に、その子どもたちに対する日本語支援の必

要性に焦点があたるようになった。

社会状況の変化は施策にも反映される。文化庁によるものとして「地域日本

語教育推進事業」（1994～ 2000年度）、「地域日本語支援コーディネータ研修

事業」（2001年から）等があり、各種事業の成果を報告するためと地域での日

本語支援方策へ情報を提供するために『地域日本語学習支援の充実』が出版さ

れたのが 2004年である。2001年発足の外国人集住都市会議は、日系人が多く

住む自治体と国際交流協会などが中心になって共通課題の解決を目指すもので

あり、この課題には外国人住民に対する日本語教育も含まれている。2006年

総務省発行の『多文化共生の推進に関する研究会 報告書―地域における多文

化共生の推進に向けて―』では、外国人住民を取り巻く多くの課題を解決する

ためにも多文化共生を推進する必要があることが述べられている。「課題」の

第一番目には言語の問題が取り上げられ、「特にニューカマーの中には日本語

が理解できない人もおり、日本語によるコミュニケーションが困難なことによ

る様々な問題が生じている」（総務省 2006、p. 4）との指摘がなされている。

言語の問題が解決すればここでいう様々な問題が解決するわけではないにして

も、ホスト社会として言語問題を認識し解決を図る必要があると明記されたこ

とは重視してよい。日本語教育が広く社会の中で求められ、進められているこ

とがわかる。

2–2. 日本語教育の中での地域日本語教育

では、日本語教育という領域全体においては、地域で展開される日本語教育
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はどのように認識され焦点をあてられてきたのだろうか。1997年 10月刊行の

日本語教育学会学会誌『日本語教育』94号《展望 1997》では、Ⅰ．学会展望、

Ⅱ．研究の動向、Ⅲ．地域概況との構成のもと、Ⅲ．の下位分類「国内」で、

各地域で展開されている日本語教育の概況が紹介されている。そこでは、全地

域の記述にボランティアによる日本語支援活動についての言及がなされてお

り、97年以前から各地で自治体やボランティアによる日本語支援活動が拡が

っていたことが見て取れる。さらに、Ⅰ．学会展望 にある「国内の日本語教

育の動向と今後の課題」（石井 1997）では、第３章を「地域社会に根ざした日

本語教育」とし、統計資料から読み取れる日本語教育の多様化（場と人の多様

化）を述べ、日本語教育は「日本語学習を主目的とする学校型日本語教育から、

地域社会と密着し生活を基盤として日本語学習を位置づける社会型日本語教育

へと広がりを見せてきている」（石井 前掲、p. 6）と指摘している。そして、

社会型日本語教育を公的に支援していく必要性とともに、社会型日本語教育の

展開によって導き出された成果として「母語話者－非母語話者」「教える－教

わる」といった固定的役割の解体と日本人の異文化コミュニケーション能力向

上への寄与をあげ、課題として支援者と専門家との連携を示している。

日本語教育学会春季大会において「外国人の定住と日本語教育」と題したシ

ンポジウムが開催されたのが 2003年、そして 2005年には学会の SIG（テーマ

領域別研究会）として「多文化共生社会における日本語教育研究会」が発足し、

2007年２月に第一回研究大会と全体会を開催している。これらの成果 4を追っ

てみても、石井の論考から 10年を経た現在ではあるが、地域日本語教育に関

しては依然として当時の指摘とほぼ同様の課題を残しているのが現状ではない

か。例えば、97年時点では「社会型日本語教育」の在り方をもって「教え

る－教わる」といった非対称的な関係も変えていけるものと期待されたが、問

題性は未だ指摘され続けている。森本（2001）は、会話分析の手法を用いて、

ボランティア自身が「先生」として、また、十全たる日本語能力を持つ「日本

人」として自己カテゴリー化を行っていることを明らかにし、「ボランティア

教室における「先生－生徒」の関係が、単なる役割関係ではなく、無意識のう

ちに行使される権力作用を含んだ権力関係である」（p. 243）と述べている。

これは「学校型」「社会型」と線引きが施され、地域日本語教育は後者を担う
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とされながらも、両方の役割を果たさざるを得ない（山田 2002）という実情

にも起因しているが、参加者同士の新しい関係性の構築のためには、無意識に

行われている活動の意識化もまた、求められていることを示唆している。こう

した、地域日本語教育の抱える矛盾について、３章ではまず「学校型」「社会

型」等の構造に現れるねじれを見ていく。次いで、新しい関係性を創る理念

「共生言語としての日本語」と地域日本語教育の担い手である日本語支援ボラ

ンティアという存在について考察する。

3. 地域日本語教育が内包する矛盾

地域日本語教育の目的は外国人の日本語習得促進にとどまらず、すべての住

民が共生できる多文化共生社会を創造することとされる。しかし、前述したよ

うな地域日本語教育の内包する矛盾をどのように取り上げて対処していくか、

この問題を解決することなく、地域日本語教育が多文化共生を推進していくこ

とはできない。

3–1. 地域日本語教育の役割

石井（前掲）では地域日本語教育の役割は「社会型日本語教育」とされたが、

山田（前掲）では、さらに地域日本語教育の内実を「社会教育としての日本語

教育」と「補償教育としての日本語教育」とし、以下のように解説している。

【社会教育的日本語教育】 目　標；相互学習

担い手；ボランティア⇒実際；ボランティア

【補償教育的日本語教育】 目　標；日本語習得

担い手；専門家　　 ⇒実際；ボランティア

社会教育的日本語教育では、担い手としてはボランティアが期待され相互学

習を目指した活動を行う一方で、補償教育的日本語教育としては、生活に必要

な日本語の習得を支援する専門家が期待されつつも、主に公的支援体制の不備

から、やはり主にボランティアが活動を支えている。つまり、外国人住民が日

本での健全な生活を維持し発展させるための保障を、地域住民がボランティア

として十分に行うことは本来不可能なのにもかかわらず、「現実的な対応」と
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して補う形で支援をせざるを得ない状況が続いている。実際、困難を抱えてい

る人を目前にして、支援体制や行政の対応の不備を指摘しても、その困難はす

ぐには解消されない。であるからこそ、地域住民がそれぞれに出来ることを支

援しているのだが、この善意からなる行為が、結局は行政が主体的に果たすべ

き「仕事」を肩代わりすることになり、行政の対応の遅れを招いているという

矛盾を生んでいるということである。この現状は、役割と担い手の関係のねじ

れを表している。

地域日本語教育の役割について整理するためには、米勢（2002）にある図が

わかりやすい。以下に引用し、俯瞰してみる。

複数ある役割を、例えば教室によって振り分けることは難しいのではないか。

役割は、具体的には、教室やグループによって、重なり合ったり焦点化されて

いたりするだろう。図の右側に上げられた項目は、活動が充実していくために

必要な要件であり、ひとつひとつが地域日本語教育の研究課題となるほどに重

要なものといえる。また、「学習者の視点」では、「日本語学習」「日本語習得」

と、他に「生活上の問題の解決」があがっている。「日本語学習」「日本語習得」

と分けられているのは、日本語教室を学習者との相互理解を深める場と規定す

ると、習得の場と捉えられることに基づいている。この考え方に則れば、ボラ

ンティアに求められる支援活動の中心は、補償的日本語教育としてとにかく日

本語を教え込むことよりは、むしろ、この場をどのように提供しどのように媒

介していくかになるだろう。
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地域日本語教育に見られる役割と担い手の間のねじれを解消するためには、

政策レベルでの公的支援の整備と充実が強く望まれている。現状ではボランテ

ィアに任されてしまっている補償的日本語教育ではあるが、総務省（前掲）に

は、自治体においては継続的な学習機会を提供すること、国においては入国時

と入国後の日本語および日本社会に関する学習支援策のあり方の検討が必要で

あるとの指摘がある。特に、国に対して、ニューカマーに見られる緩やかな定

住化に対応できる施策の展開を求めている。無論、これらの提言は法的拘束力

を持つものではないが、日本語を含む学習支援策を国の責務として明言したと

ころに意義を見い出したい。

3-2. 「共生言語としての日本語」という理念

批判的に語られる地域日本語教育の現実、すなわち、「日本人」が「非日本

人」に対して、ある規範のもと「教える－教わる」関係で接する現実 5、この

非対称的な関係性を超える理念として「共生言語としての日本語」があり、岡

崎（1996）、岡崎（2001）、岡崎（2002）などによって提唱されている。地域で

暮らす外国人にとって、生きていくために日本語は必須のものである。が、こ

の日本語は、教え込まれると途端に学習者の内面に不平等な位置づけを構築す

る可能性を孕む道具ともされている。日本語を教えるという営みは、十全たる

日本語能力を所有する日本人とその能力が欠落している外国人という関係性を

具現化するという解釈であろう。ところが、地域日本語教育においては、日本

人の規範を習得させるのではなく、参加者がコミュニケーションを通して共に

創り上げる「共生言語としての日本語」を扱うことができるとされる。

しかし、この「日本語」の実態は明確にはされないまま置かれている。いず

れの先行研究も「共生言語としての日本語」を理論的に説明してはいるが、こ

れを最も求めている（はず）のボランティアと学習者に対して、具現のものと

して示し得ていない。牲川（2006）が指摘するように、「共生言語としての日

本語」はある「実態」として存在する言語ではなく、絶えず生成され関係性の

なかから立ち現れてくるものであるから、記述できるものではないし、記述し

てしまうと途端にそれは「学ぶべきもの」として規範化が起こると予想できる。

それは「共生言語としての日本語」の理念に反するところであるからこそ、記
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述は行うべきではないとして、それではこの「共生言語としての日本語」はど

のようにしてボランティアや学習者に共有され、実践されることが可能となる

のだろうか。

「共生言語としての日本語」の課題を明示している三代・鄭（2006）では、

先述のように「共生言語としての日本語」の実践が具体的に示されていないこ

とを指摘し、もう一点、実践の場がほぼ地域に限定されてしまっていることを

課題として指摘している。「共生言語としての日本語」の実践の場を限定する

ことは、教育現場ごとに日本語観が大きく異なってしまう状況を生み、学習者

はその違いの中を横断しなければならない状況をも生む。ひいては、学習者間

の差異化、習得した日本語の階層化を作るのではないか。こうした理由から

「共生言語としての日本語」の発想が地域に限定されるべきではないとの主張

に筆者は賛同する。そしてさらに、なぜ限定されてしまうのか、その理由を明

確にしていく必要があると考える。論考の終わりでは、「共生言語としての日

本語」について、重要なのは形式より意識であるとし、この意識をいかに支援

者と学習者で共有し、作り出していくかが日本語教育の課題であると結んでい

る。記述不可能な「共生言語としての日本語」を地域日本語教育の場で共有す

るためには、ここでいうように、まず、実践を地域という場に限定しないこと

と意識の共有を目指すことから始める必要があるのではないか。そして、先行

の論文にも指摘されているとおり、「共生言語としての日本語」に関しては未

だ具体的な議論が尽くされていない。であるからこそ、この議論はだれととも

になされるべきものかも視野に入れ、続けて、地域日本語教育の担い手である

ボランティアの養成に関して述べる。

3-3. 「養成される」ボランティア

地域日本語教育に望まれるもうひとつの姿は、「学びあい」、すなわち相互学

習である。これは、参加者が外国人であれ日本人であれ、教室は双方の「学び」

のために機能するべきもの、そのような教室を作っていく必要があるというも

ので、筆者はこの主張にも異論はない。しかし、ここでの疑問は、相互に学ぶ

存在としてある日本語支援ボランティアが、まず養成されなければならないこ

とにある。日本語支援ボランティアという存在は何によってどのようになるた
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めに「養成」されるのであろうか。

試みにインターネットで検索してみても、ボランティア対象の講座や研修会

は各地で開催されており、その盛況が伺える。公的な機関が主催するもの、初

心者向けと銘打った講座、経験者のためのブラッシュアップ講座、コーディネ

ータやファシリテーター対象の講座と多様であり、どれも総じて人気が高い。

それらを概観していくと、ひとつには「資格」を持たない、経験が少ないボラ

ンティアのために研修を行うという傾向がある。また、既に活動を始めている

ボランティアがよりよい教室活動を目指して自己研鑽のために研修を希望 6

し、それに応えるような講座が開かれている場合もある。どちらの場合も、研

修内容として提供される項目が日本語支援を行うための必須の知識と技能とし

て認識されていることは想像できる。そして、その項目が学校型日本語教育の

ために行われている研修や養成とほとんど変わりがないとすれば、結局、地域

日本語教育の担い手を養成するとしながら、ボランティアは補償的日本語教育

の役割を担うために養成されていることになる。この矛盾から抜け出すために

も、「共生言語としての日本語」の理念とボランティア養成とを関連づける必

要があるのでないか。新庄他（2005）では地域日本語コーディネータに求めら

れる資質として、教室や学習者をつなぐネットワークを作ることだけではなく、

現場の実践そのものに介入する力をあげている。地域の教室で「共生言語とし

ての日本語」の実践を行う場合にも、コーディネータがその実態を把握し分析

することで新しい関係性作りを成功させることができるとされる。これもまた

コーディネータに求められる資質 7であろうが、実はこれはコーディネータだ

けでなくボランティアとして地域日本語教育の実践に関わる全ての参加者に求

められる能力であり、かつ実践を通して理解し身につけられる能力なのではな

いか。「共生言語としての日本語」は理論的存在であり、記述はできない。し

かし、理念としてあるのであればこそ、まずはこの理念に関して、参加者自身

が意識して考えることから始めなければならない。参加者間で理念の共有がで

きていなければ、結局またねじれの再生産がおこるだろう。

今後、地域日本語教育のために必要な研修や講座は「共に学ぶ」発想による

研修ではないのだろうか。ボランティアも地域日本語教育の場への参加者とし

て学び合うことで教室を作っていくのであるから、養成や研修も相互学習の形
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で進めるのが望ましい。そのための材料としては、地域での実践から生まれた

学習素材（遠藤他 2006、西口他 2006など）を試用したり教材を試作したりす

ることも考えられる。ボランティアと外国人参加者との関係を「教える－教わ

る」という型から脱却させたいとすれば、養成や研修での体験もこうした関係

を超えて学び合いの対話がおきる協働作業に続くものが適している。また、地

域日本語教育に関する問題の指摘は続くが、それらをどのように提起していっ

たらよいのかが更なる問題となっていること、実践現場からの提言が少ないこ

とを見ても、実践の「描き方」を整える必要があることがわかる。「共に学ぶ」

発想を根底に据えた実践研究を進めていくことも、ボランティアの養成や研修

として位置づけられよう。

4. おわりに

現状を見る限り、地域日本語教育の理念的な「目的と課題」は「多文化共生

社会の実現とそれに向けての具体的活動」に収斂されている。しかし、実は、

これは日本語教育全体の流れから、ある意味、自明のものとして導き出された

着地点にすぎないのではないか。「学校型日本語教育」では求めても得られな

いことを「ここではないどこか」すなわち「学校ではない地域」で実現すべし

との押し付けがないのか、点検していくことが必要であろう。日本語教育研究

においては、「研究する側」（主体）と「される側」（客体）は基本的に同一、

「主体－主体」の関係であると考える。つまり、日本語教育研究者がある「日

本語教育の有り様」について語ることは、ある意味、自分自身について語るこ

とになるのである。地域日本語教育の文脈で語られる理念的目標は、大学をは

じめとする学校型の日本語教育においても同様に理念的目標としてすえること

は可能である以上に、必須と言っても過言ではないだろう。

ことばを教える、学ぶという行為は、社会的文脈から切り離して語れるもの

ではない。であればこそ、「地域ならば」という理想、「地域はこうだ」という

幻想が前提となってのすり替えやねじれが起きていてはならない。地域日本語

教育の理念的目標は、多様な参加者の自己実現を促し共生を進め、よって多文

化共生社会を成立させることとされる。この多様な参加者の「多様性」は、

「外国人」「学習者」という枠組みを越えた個人個人にある。日本社会に生きる
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個人個人の、生活者としての市民に共通の問題として、例えば、人間関係の希

薄さからくる環境との相互作用の難しさがあるとすれば、ここに地域日本語教

育は外国人住民のためだけのものではなくなっていることを示している。地域

日本語教育の課題を考えることは、日本語教育を社会的文脈の中で見る契機と

なり、これが日本語教育の領域全体にとっての、大きな課題として立ち表れて

いる。

注
1「外国人」という呼称は従来、様々な問題を提起してきた、日本国籍の有無だけで
も自分が「何々人である」といった認識だけでも規定できない用語である。本稿に
おいてもこの用語を用いないかもしくは「外国人」のように括弧をつけて記述して
いくべきであろうが、煩雑さを避けるため、便宜上、これ以降は開いて記述して
いく。

2 ここでいう「筆者の実践」は、これまでに参加したり観察したりした地域の日本語
教室の実践、実践者からの聞き取り、学習者からの聞き取りを含む。2006年度は
一年間、新宿区の日本語教室にアドバイザーとして関わった。

3 統計による具体的な数値は以下を参照のこと。
・外国人登録者数、国際結婚率など
厚生労働省人口動態統計　　http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/cgi/sse_kensaku

法務省統計局　　　　　　　http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/IPPAN/ippan/scm_k_Ichiran

http://www.stat.go.jp/

同省入国管理局統計ページ　http://www.moj.go.jp/PRESS/060530-1/060530-1.html

・日本語指導が必要な児童生徒数
文部科学省　　http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/04/06042520.htm

4 日本語教育学会ホームページから閲覧、ダウンロードできる資料を参照のこと。
http://wwwsoc.nii.ac.jp/nkg/themekenkyu/th-tabunka.htm

5 新庄・西口（2006）では、新聞記事を分析することで、メディアに表象される地域
日本語教育の様態を明らかにしている。メディアにおいて、受け手と送り手は相互
関係にあり、特に現代のマスメディア状況から見れば「受け手／送り手」の二項対
立式の枠組みはほとんど成立しなくなっているとも考えられ、送り手としての新聞
メディアが切り出した切片のみを分析対象としているという課題は残るが、ここに
は「見えている現状」と「見えていない姿」の両面が明らかになっていて興味深い。
地域日本語教育について、マスメディアが私たちに提供する観点は「支援する日本
人／支援される外国人」「市民がことばと文化を学ぶ日本語教室」「外国人に関する
問題性とその解決に向かう日本語教室」などであることが呈示され、形成された
「地域」「日本語教室」「定住外国人」「日本語ボランティア」の固定的イメージが
「見えている現状」として流布していることがわかる。そして同時に、本稿で繰り
返し述べている「教える－教わる」以外の「外国人」「ボランティア」「教室」は
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「見えていない姿」として確実に存在している。
6 筆者が関わっているボランティアグループでも毎月研修会を実施している。新年度
を迎えるにあたり研修会に関してアンケートをとったが、自由記述として出た意見
で最も希望が多かったのは「教え方」「授業の進め方」「役に立つ方法」などであ
った。

7 コーディネータの能力資質に関しては、野山（2003）、文化庁（2004）も詳しい。
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